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1ランク上のシニアライフの話  

非課税や確定申告不要を活用しよう 
株式に関する税制

株式に関する税制は、申告
分離課税が原則です。申告
分離課税とは、ほかの所得
と区別して確定申告する制
度です。
しかし、株式の税制には例

外が多くあります。NISA口
座（少額投資非課税口座）
を使えば非課税になります
し、特定口座を使えば、口座
の中で税金が源泉徴収さ
れ、確定申告をしなくても

納税が完了します。
さらに、株式の損失を配当
と相殺して納税する方法
や、配当の一部を税金から
差し引く制度なども用意さ
れています。

ライフプランに関する相談はお気軽に

株式に関する税制のしくみ

NISA口座

年間 120万円
を上限
非課税

ジュニア
NISA口座

年間 80万円を
上限
非課税

特定口座
源泉徴収口座

その口座内で
税金が源泉徴
収され課税完
了株式の譲渡損

失と配当所得を
損益通算したい
とき

申告分離課税総合課税

配当控除（税
額控除）の適
用を受けた
いとき

上限額を
超えてしまった

株式の売却損を
配当で穴埋めしたい


